
 
 

  



 
 

TOPICS 
■スポットワーク直前キャンセルをめぐる訴訟と 

厚生労働省のリーフレット 
いわゆるスポットワークには企業による直前キャ

ンセルの問題がありましたが、それが司法の場で争わ

れることになりました。飲食店で働くはずだった大学

生が、店側のキャンセルに対して賃金を求めて提訴し

たのです。 

 

◆経 緯 

川崎市の大学生の男性が提訴して請求した賃金額

は１万 4,000 円でした。男性は５月にスポットワーク

最大手のタイミーを通じて東京の飲食店で働く予定

でしたが、その前日にスマホでキャンセルの通知を受

け取りました。１年ほど前からスポットワークを開始

し、毎回異なる飲食店で働いてきた男性にとってキャ

ンセルは初めて。お金を貯めようとしていた男性は別

の仕事を探したものの、自宅から通いやすいなどの仕

事は見つかりませんでした。それ以降も別の仕事先で

直前キャンセルが３件続いた男性は、提訴に踏み切り

ました。 

 

◆双方の主張 

男性の原告側は、「マッチング時点で労働契約が成

立したとするのが実態に即して合理的だ」などと主

張。タイミーが「労働契約は出勤時にＱＲコードを読

み込むことにより締結される」としていることについ

て、原告側は意図的に休業手当を支払わずにでき、労

働基準法に違反するとして、賃金の支払いを求めてい

ます。被告である飲食店の経営者は、マッチング時に

労働契約が結ばれるという認識はなかったとしてい

ます。 

 

◆厚生労働省のリーフレット 

スポットワークをめぐっては、７月に厚生労働省が

「別途特段の合意がなければ、事業主が掲載した求人

にスポットワーカーが応募した時点で労使双方の合

意があったものとして労働契約が成立する」との留意

点を示したリーフレットを出しました。これを受け

て、主要なアプリ事業者は９月に規約を見直しまし

た。 

今後、スポットワークのビジネスモデルに影響が出

るともいわれている裁判の行方が注目されます。 
 

【厚生労働省「いわゆる「スポットワーク」の留意事項等」】 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59321.html 

 
年末年始休業のお知らせ 

 
12 月 27 日（土）から 1 月４日（日）迄休業いたします。 

 
休業中のお問合せについては１月５日（月）より順次ご連絡いたします。 
今年も大変お世話になりました。来年もよろしくお願い申し上げます。
皆様、どうぞよいお年をお迎えください。 

※Harmony グループでは、2021 年より年賀状でのご挨拶を取り止め
ております。何卒ご理解の程、お願い申し上げます。 

         

             

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■12 月は「職場のハラスメント撲滅月間」です 

◆職場におけるハラスメントの種類と防止措置 

毎年 12 月は、厚生労働省が定める「職場のハラ 

スメント撲滅月間」です。職場におけるハラスメン 

トは、働く人の能力を十分に発揮することの妨げに 

なるだけでなく、個人の尊厳や人権を不当に傷つけ 

る許されない行為です。 

ハラスメントには、職場での優位性を背景とした

パワーハラスメント、性的な言動によるセクシュア

ルハラスメント、妊娠・出産・育児等に関するマタ

ニティハラスメントなどがあります。これらは職場

秩序を乱し、生産性の低下や人材流出、企業の社会

的評価の低下を招く重大な問題です。正社員のみな

らず、契約社員・パートタイム・派遣といった雇用

形態を問わず、すべての労働者が安心して働けるよ

う配慮が求められます。 

令和４年４月から、すべての企業に対してパワハ

ラ防止措置の義務化がなされています。12月は、

職場のハラスメント防止体制を見直す良い機会で

す。相談窓口の設置状況や周知方法など、社内の取

組みを今一度ご確認ください。 
【厚生労働省「あかるい職場応援団」】 

https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/ 
 

■サイバー攻撃予防訓練のすすめ 

◆サイバー攻撃も“災害”として認識すべき時代 

近年、企業を狙ったサイバー攻撃が急増していま

す。標的型メールやランサムウェアなど、その手口

は巧妙化しており、従業員の一瞬の油断が情報漏洩

や業務停止といった重大な被害につながるおそれ

があります。とりわけ人事・労務部門が扱う情報は

機密性が高く、万が一流出した場合、その被害は災

害並みです。そこで、企業の情報インフラのＢＣＰ

として、サイバーセキュリティの防災訓練が有効に

なってきます。 

◆訓練の具体的な進め方 

 例えば、実際の攻撃を模した疑似メールを従業員

に送信。開封やリンククリックの有無を確認し、現

状のリスク感度を把握します。結果をもとに、どの

ようなメールが危険か、どう対応すべきかを学ぶ研

修を行い、実践的な知識と意識の向上を図ります。 

また、実際に攻撃を受けて感染等してしまい、イ

ンフラが止まってしまった場合等を想定して、その

際の初動対応やオフラインでどのような作業がど

こまで可能か等確認しながら行うことも有効です｡ 2025.12 
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